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事　　務　　執　　行　　概　　要

　都市整備総務課においては、都市整備部事務事業を効率的かつ円滑及び適正に遂行するため都市整備行政の総合的な企画調整をはじめ、部の人事、予算、決算事務等、所管事務の適正な処理に努めた。

予　算　執　行

　　予算の執行にあたっては、地方自治法及び大阪府財務規則その他の関係法令を遵守し、行政効果の向上に常に留意しつつ、下記のとおり適正かつ効率的な予算執行に努めた。

(ｱ)　歳　　　　入

　　当該年度の歳入額は、一般会計1,119万2,419円であり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	科　　目
	収　入　済　額
	収入比率
	備　　　　　考

	都市整備費

国庫補助金
	円

8,793,000
	％

78.56
　
	・社会資本整備総合交付金

	雑　　　入
	2,399,419
	21.44
	・職員費にかかる負担金　等

	合          計
	11,192,419
	100.0
	


(ｲ)　歳　　　　出

　　 当該年度の歳出額は、一般会計112億4,594万2,045円、特別会計9億9,339万398円であり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　　　　考

	都市整備総務費
	円

11,145,637,753
	％

99.11
	・人件費及び事業執行に必要な旅費等の事務費 等

	道路橋りょう費
	58,875,821
	0.52
	・都市整備部低公害車導入に係る使用料

	河川砂防費
	20,941,205
	0.19
	・都市整備部低公害車導入に係る使用料　等

	公園費
	11,155,618
	0.10
	・都市整備部低公害車導入に係る使用料　等

	一般管理費
	6,580,189
	0.06
	・非常勤作業員雇用に係る経費　等

	建築指導費
	2,414,280
	0.02
	・事業執行に必要な職員手当等の事務費

	住宅供給促進費
	303,849
	0.00
	・技術職員採用促進に係る使用料　等

	公衆衛生総務費
	33,330
	0.00
	・会計実地検査における会議室使用料

	合　　　　計
	11,245,942,045
	100.00
	


府営住宅事業特別会計

	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　考

	府営住宅費
	円

993,390,398 
	％

 100.0
	人件費 等

	合　　　　計
	993,390,398 
	100.0 
	


(1)　総務・企画グループ

１　総 務 的 事 項

課の人事管理、予算執行、一般庶務、職員の衛生管理に関する事項等の適正な執行に努めるとともに、都市整備行政の円滑な推進をはかるため、部内外の連絡調整に努めた。

事 務 執 行 概 要

ア．人事管理

服務規律の厳正を期し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務の遂行を期すとともに、職場の明朗化と事務処理の能率化に努めた。

イ．職員の衛生管理

常に職場環境の整備改善を図り、課員の健康保持、疾病予防に努めた。

ウ．部業務の連絡調整

府議会等の連絡調整を行うため、他部局課等との連絡を密にし、業務の円滑な推進に努めた。

エ．その他

主たる物品の購入状況

　　　　　　該　当　　なし

２　企 画 的 事 項

部の行政の企画及び調整に関する事務、部の広報及び広聴に関する事務を執行し、都市整備行政の効率的な運営、事業の円滑な推進に資するよう努めるとともに、部所管の訴訟事件等に関する事務を処理した。

　　なお、令和６年度におけるそれぞれの事務執行状況は次のとおりである。

事 務 執 行 概 要

ア．部の行政の企画及び調整に関する事務

　　①　府議会関係事務

提出予定議案について法規面における調整を行うとともに、本会議、委員会等における関係資料の調整に関する事務を行った。

②　法規関係事務

部所管の条例、規則、告示等について法規審査を行った。

③　国家予算要望関係その他の事務

部の国家予算の編成に関する要望・提案の取りまとめを行うとともに、市長会等各種団体からの要望の検討整理を行った。

イ．部の広報、広聴に関する事務

　　　情報主任会議を通じて、部の広報、広聴事務の円滑な推進に努めた。

ウ．部所管の訴訟等に関する事務

抗告訴訟及び損害賠償請求などの事件で令和５年度末において係属中の事件は12件である。令和６年度に新たに提起された事件、訴訟に補助参加した事件、又は訴訟告知された事件は７件であり、令和６年度中に解決した事件は７件である。この結果、令和６年度末において係属中の事件は12件で、それぞれの概要は次のとおりである。

①令和６年度に新たに提起された事件、訴訟に補助参加した事件、又は訴訟告知された事件（訴訟が係属中のもの）　＜６件＞　

	1
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和６年（ワ）第885号　損害賠償請求事件
　　　　　　　　R6. 8.22　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府　
□事件の概要
令和３年７月26日から28日にかけて、府知事は、河川管理に支障があることから、河川法第75条第３項に基づく簡易代執行により、二級河川和田川旧河川敷地内の原告１が所有を主張する建物並びに動産類（以下「本件建物１」及び「本件動産類１」という。）及び原告２が所有を主張する建物並びに動産類（以下、「本件建物２」及び「本件動産類２」という。）を撤去、解体及び処分を行った（以下「本件代執行」という。）。

令和３年７月30日、原告１は、府を被告として、本件代執行により本件建物１の所有権を違法に侵害されたと主張して、損害賠償金30万円等の支払を求め、堺簡易裁判所に訴えを提起した。

令和４年12月９日、原告１は、本件代執行の際、本件動産類１が府に窃取されたと主張して、損害賠償金10万円の支払を求め、訴えの追加的変更を行った。

その後、堺簡易裁判所は、大阪地方裁判所堺支部へ事件を移送し、令和５年10月31日、同裁判所は、原告１の請求を棄却する判決（以下「別訴判決」という。）を言い渡した。

令和５年11月11日、原告１は、別訴判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴を提起したが、同裁判所は、令和６年４月12日に控訴を棄却する判決を言い渡した。

令和６年８月22日、原告２は、府に対し、本件代執行により本件建物１の所有権を違法に侵害されるとともに、本件動産類１が府に窃取されたと主張し、損害賠償金60万円等の支払を求める（以下「請求１」という。）とともに、原告１は、本件建物２及び本件動産類２に関して同様に損害賠償金85万円等の支払を求めて（以下「請求２」という。）、大阪地方裁判所堺支部に訴えを提起した。

	2
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和６年（ワ）第909号　国家賠償請求事件
　　　　　　　　R6. 8.29　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府

□事件の概要

平成４年頃 以降、府は、一般国道371号石仏バイパス道路改良事業（以下「本件事業」という。）を実施してきた。

平成５年３月８日以降、府は、本件事業に係る地元説明会を開催するとともに、本件事業に係る土地を賃借し車庫（以下「本件車庫」という。）を設置する原告に対し、原告が本件車庫の補償に係る説明を行った。
これに対し、原告は、本件事業実施に伴い、原告が所有する土地（以下「本件土地」という。）上の建物（以下「本件建物」という。）について眺望及び日照に支障をきたすことから、本件土地のかさ上げ及び本件建物の解体を府の負担で実施することを府に要望していたが、府は、眺望及び日照の支障については損失補償の対象ではなく、要望には応じられない旨説明を行った。

令和６年８月29日、原告は、本件土地のかさ上げ及び本件建物の解体を府の負担で実施することを条件として、本件車庫の解体を実施することを府と合意したにもかかわらず、履行がされないため、国家賠償法第４条により適用される民法第415条第２項第２号に基づく債務不履行であるなどと主張して、原告が府に対し損害賠償金等1028万160円の支払等を求めて訴えを提起した。

	3
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和６年（ワ）第9847　損害賠償請求事件

　　　　　　　　R6. 9.30　提　　起


	
	□被　　　告　　大阪府　外２名
□事件の概要
令和３年７月６日、原告は、大阪市とA工事請負契約を締結し、契約書（以下「本件契約書」という。）を作成した。
令和４年２月25日、大阪市は、原告に対し、同月10日を協議開始日とした請負代金額の変更に係る協議が調わなかったことから、本件契約書第25条第１項に基づき、請負代金額の変更について通知した（以下「本件通知」という。）。 25日、原告は、大阪市に対し、本件通知について不服である旨通知した。
令和４年３月２日、大阪市は、原告に対し、本件契約を解除する旨通知した。
令和４年３月24日、原告は、大阪府建設工事紛争審査会（以下「本件審査会」という。）に対し、本件通知の内容に不服があり、その紛争の解決を求める等の調停を求めるとして、調停申請書（以下「本件申請書」という。）を提出した。
令和４年12月21日、本件審査会調停委員は、原告に対し、調停による解決の見込みがないと認め、建設業法第25条の15第１項に基づき、調停を打ち切る旨通知した。
本件は、原告が、府に対し、本件申請書記載の紛争の内容を審査せずに調停を打ち切るとしたことは、大阪市の建設業法第19条違反を注意せず、適切な対応をしなかったものであり、これにより原告に損害が生じたとして、損害金10万円の支払を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起した事案である。

	4
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和７年（ワ）第1442号　損害賠償請求事件

　　　　　　　　R7. 2.14　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府
□事件の概要
令和３年７月６日、原告は、大阪市とA工事請負契約（以下「本件契約」という。）を締結し、契約書（以下「本件契約書」という。）を作成した。
令和４年２月25日、大阪市は、原告に対し、同月10日を協議開始日とした請負代金額の変更に係る協議が調わなかったことから、本件契約書第25条第１項に基づき、請負代金額の変更について通知した（以下「本件通知」という。）。 25日、原告は、大阪市に対し、本件通知について不服である旨通知した。
令和４年３月２日、大阪市は、原告に対し、本件契約を解除する旨通知した。
令和４年３月24日、原告は、大阪府建設工事紛争審査会（以下「本件審査会」という。）に対し、本件通知の内容に不服があり、その紛争の解決を求める等の調停を求めるとして、調停申請書（以下「本件申請書」という。）を提出した。
令和４年12月21日、本件審査会調停委員は、原告に対し、調停による解決の見込みがないと認め、建設業法第25条の15第１項に基づき、調停を打ち切る旨通知した。
本件は、原告が、府に対し、本件申請書記載の紛争の内容を審査せずに調停を打ち切るとしたことは、大阪市の建設業法第19条違反を注意せず、適切な対応をしなかったものであり、これにより原告に損害が生じたとして、損害金10万円の支払を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起した事案である。
本件は、原告が、代理人弁護士が先行事件において公文書を偽造し行使等し、これにより損害を被ったとして、府に対して損害金10万円の支払を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起した事案である。

	5
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和７年（ワ）第1695号　損害賠償請求事件

　　　　　　　　R7. 2.21　提　　起

	
	■日　　　告　　大阪府
□事件の概要
令和３年７月６日、原告は、大阪市とA工事請負契約（以下「本件契約」という。）を締結し、契約書（以下「本件契約書」という。）を作成した。
令和４年２月25日、大阪市は、原告に対し、同月10日を協議開始日とした請負代金額の変更に係る協議が調わなかったことから、本件契約書第25条第１項に基づき、請負代金額の変更について通知した（以下「本件通知」という。）。 25日、原告は、大阪市に対し、本件通知について不服である旨通知した。
令和４年３月２日、大阪市は、原告に対し、本件契約を解除する旨通知した。
令和４年３月24日、原告は、大阪府建設工事紛争審査会（以下「本件審査会」という。）に対し、本件通知の内容に不服があり、その紛争の解決を求める等の調停を求めるとして、調停申請書（以下「本件申請書」という。）を提出した。
令和４年12月21日、本件審査会調停委員は、原告に対し、調停による解決の見込みがないと認め、建設業法第25条の15第１項に基づき、調停を打ち切る旨通知した。
本件は、原告が、府に対し、本件申請書記載の紛争の内容を審査せずに調停を打ち切るとしたことは、大阪市の建設業法第19条違反を注意せず、適切な対応をしなかったものであり、これにより原告に損害が生じたとして、損害金10万円の支払を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起した事案である。
本件は、原告が、府職員Aが先行事件において公文書を偽造し行使等し、これにより損害を被ったとして、府に対して損害金10万円の支払を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起した事案である。

	6
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和６年（ウ）第92号　業務停止命令取消請求事件

　　　　　　　　R6. 6.18　提　　起

	
	■日　　　告　　大阪府
□事件の概要
　　原告が事業者となる不動産特定共同事業契約について、令和５年５月19日に開発事業者が開発プランを変更することを公表した際、原告は事業参加者に対し、同日以降、開発事業者のホームページを用いて開発プラン変更の説明を行った。

原告は、令和５年７月19日付で顧客と締結した契約において、開発許可の対象ではない土地を対象不動産に含んでいるにもかかわらず、対象不動産について都市計画法29条の許可を受けていると、契約成立前交付書面及び契約成立時交付書面に誤った記載をし、これを用いて勧誘及び契約をおこなった。

この誤りについて、府が同年12月５日付事情聴取で指摘したところ、原告は誤りを是正するため開発許可を得た他の土地と交換しようとしたが、その際、事業参加者に対し、申し出がない場合は契約変更に同意したものとみなすこととする旨の文書を同年12月16日付で送付した。

原告は、契約成立前交付書面において、宅地造成工事完了時における形状・構造等を記載すべきところ、宅地造成工事完了前の形状を記載していた。 

これらを踏まえ、府は、令和６年６月17日付で、法第35条第１項第１号に基づき、同月18日から30日間の一部業務停止命令（以下「本件処分」という。）を行い、併せて法第34条第１項に基づき指示を行った。

本件は、原告が本件処分を不服として、大阪地方裁判所に対して、本件処分の取消等を求めて提訴した事案である。


②令和６年度に新たに提起された事件、あるいは訴訟に補助参加した事件（令和６年度中に解決したもの）　＜１件＞

	1
	□事　件　名　　長野地方裁判所　

　　　　　　　　令和6年（ワ）第21号　損害賠償請求事件

　　　　　　　　R6. 5.30　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府　外５名

□事件の概要

　　令和４年７月５日、原告は、府に対し、「請願受理頂く為の訴訟」に係る経費１千円の支払を求め、長野地方裁判所飯田支部に訴えを提起した（長野地方裁判所飯田支部令和４年（ワ）第29号事件（以下「事件①」という。））。

　令和４年７月19日、原告は、府に対し、「国民として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第４条に定められた国民の義務履行」に要した経費計２千円の支払を求め、長野地方裁判所飯田支部に訴えを提起した（長野地方裁判所飯田支部令和４年（ワ）第34号事件（以下「事件②」という。））。

　　令和４年９月27日、長野地方裁判所飯田支部は、事件①について、府勝訴の判決を言い渡した。


　令和４年10月21日、事件②は、訴えの取下げの擬制（民事訴訟法第263条）により、終了した。

令和６年５月30日、原告は、府を被告として、府は原告に対し業務妨害を行ったなどと主張し、損害賠償金５万円の支払等を求め、長野地方裁判所飯田支部に訴えを提起した。


③令和６年度に解決した事件（令和５年度以前に提起されたもの）　＜６件＞

	1
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和５年（ワ）第3592号　慰謝料請求事件
　　　　　　　　R5. 4.18　提　　起

	
	　　　　　　　　大阪高等裁判所
　　　　　　　　令和６年（ネ）第408号　慰謝料請求控訴事件
　　　　　　　　R6. 2. 2　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府　外６名
□事件の概要
原告の主張によると、Ａ社の代表者である被告Ｂは、訴外甲と共謀して、平成13年ないし14年頃、物件Ｘの賃貸借契約に基づく原告への引渡し当日に、誓約書に署名押印しなければ部屋の鍵を引き渡さないとして、署名押印を強要した。
本件は、原告が、平成15年１月頃、府に対し、Ａ社の許認可取消しを求める行政処分申立て（以下「本件申立て」という。）をしたが、府がＡ社の許認可を取り消さなかった（以下「本件不作為」という。）ことから、精神的損害が生じた等と主張して、府外６名に対し慰謝料160万円の支払い等を求めて、大阪地方裁判所に訴えを提起したものである。

	2
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和５年（行ウ）第108号　大阪府営住宅入居資格審査失格処分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  取消等請求事件
　　　　　　　　R5. 7.21　提　　起

	
	　　大阪高等裁判所
　　　　　　　　令和５年（行コ）第58号　 大阪府営住宅入居資格審査失格処分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取消等請求事件
　　　　　　　　R6. 3.27　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府
□事件の概要
原告は令和４年４月４日に令和４年度府営住宅の募集に応募し、当選したことから、府・管理センターで入居資格を審査したところ、入居資格がないことが判明した。
府・管理センターで原告には入居資格がないことをその都度、説明等を行った上で、失格通知を行った。
原告からは失格は不当であり、当該行為は行政処分に当たるとして、行政不服審査法による審査請求がなされた（現在、審査請求も同時に進行中）。
なお、原告の母親は、別の府営住宅に入居していたが、昨年、死去しており、当該住宅の明渡しを別途に求めているが、原告は当該住宅とは別の府営住宅の応募に当選したことで、当該当選住宅の権利を母親が居住していた住宅に移した上で、母親が入居していた住宅に入居することを希望しており、明渡しに応じていない。当該明渡しは、府の単身死亡処理マニュアルの「残置物撤去の要請にも関らず、退去手続きを拒む応答があった場合」として、令和５年７月24日に明渡請求訴訟を行っているところ。（令和５年７月３日訴訟実施通知送付）

	3
	□事　件　名　　大阪地方裁判所　

令和元年（ワ）第8080号　損害賠償請求事件
R1. 9.10　提　　起

	
	　　　　　　　　大阪高等裁判所
　　　　　　　　令和５年（ネ）第2419号　損害賠償請求控訴事件
　　　　　　　　R5.11. 1　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府　外１名

□事件の概要

平成30年5月より、大阪府は、二級河川佐野川において、防潮堤の耐震対策工事（南海トラフ巨大地震対策）のため、既設防潮堤の堤外地側に鋼管杭を打設した。

平成31年2月、原告は、所有する物件について、泉佐野市と大阪府が、防潮堤の鋼管杭打設中に既設排水管を遮断したことで、平成30年8月の台風第20号及び9月の降雨により浸水被害が発生したと主張し、既設排水管の管理者である泉佐野市に対し、耐震対策工事施行者である大阪府と連帯して、損害賠償金を支払うことを求め、大阪簡易裁判所に民事調停を申し立てたが、不成立となった。なお、大阪府は同調停に利害関係人として参加した。

本件は、原告が、大阪府らに対して、連帯して、損害賠償金の支払いを求めて、訴えを提起したもの。

	4
	□事　件　名　　大阪地方裁判所　

令和元年（ワ）第8381号　損害賠償等請求事件
R1. 9.20　提　　起

	
	□事　件　名　　大阪高等裁判所　

令和４年（ネ）第204号　損害賠償請求控訴事件
R3.12.24　提　　起


	
	□被　　　告　　大阪府　

□事件の概要

平成29年10月、台風第21号の襲来に伴い、大阪府の下水処理施設である今池水みらいセンター敷地内において、堺市の下水道管の破損による陥没事故が発生した。

これに対して、大阪府は法的な責任はなく、公共下水道管理者の管理責任の範囲内とであり、費用負担の責任もなく、負担は出来ないと主張したため、原告は、当該事故による損害賠償等を求めて、平成31年４月に大阪簡易裁判所に対して民事調停を申し立てたが、不成立に終わった。

本件は、原告が、大阪府に対し、当該事故による損害賠償金の支払い等を求めて、訴えを提起したもの。

	5
	□事　件　名　　堺簡易裁判所

　　　　　　　　令和３年（ハ）第459号　損害賠償請求事件

　　　　　　　　R3. 7.30　提　　起

	
	　　　　　　　　大阪高等裁判所
　　　　　　　　令和５年（ネ）第2525号　損害賠償請求控訴事件
　　　　　　　　R5.11.11　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府

□事件の概要

　　平成25年頃より、大阪府は、二級河川和田川旧河川敷地（堺市南区美木多上）上の不法占拠物件について、不法占拠指導を行ってきた。

　　令和３年７月、大阪府は、河川管理に支障があることから、当該不法占拠物件のうち、所有者が確知できないものについて、河川法第75条第３項に基づく簡易代執行により撤去を行った。原告は、本件撤去の現場に現れ、本件撤去により取り壊された建物の所有権を主張し、本件撤去は原告の所有権を侵害するものであるとしたが、同年８月には、全作業を完了した。

　　本件は、原告が、大阪府を被告として、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めて、訴えを提起したもの。

	6
	□事　件　名　　大阪地方裁判所

　　　　　　　　令和４年（ワ）第11342号　建物収去土地明渡等事件

　　　　　　　　R4.12.23　提　　起

	
	　　　　　　　　大阪高等裁判所
　　　　　　　　令和５年（ネ）第1481号　建物収去土地明渡請求控訴事件
　　　　　　　　R5. 6.12　提　　起

	
	　　　　　　　　最高裁判所
　　　　　　　　令和６年（オ）第354号　上告提起事件
　　　　　　　　令和６年（受）第461号　上告受理申立て事件
　　　　　　　　R5.12. 3　提　　起　及び　申立て

	
	□原　　　告　　大阪府

□事件の概要

　大阪府は道路事業予定地として先行買収した寝屋川市上神田二丁目368番３外22筆の土地（997.96㎡。以下「本件土地」という。）の一部について、被告であるＡ氏に対して令和２年５月から令和３年３月の期間で行政財産使用許可を行った。
令和３年３月をもって許可期間は終了したが、Ａ氏は原状回復義務を履行することなく建物・工作物等を存置した。
大阪府は、Ａ氏に対し原状回復義務の履行を再三に渡って要求したが履行されなかった。
同年８月、被告であるＢ氏に、存置された建物の所有権が移転された。

令和４年２月、府は、Ｂ氏に対し事情聴取したところ、当該建物及び工作物等は全てＢ氏の所有物であり、さらに、本件土地の地上権を所有していると主張。大阪府に対し、当該建物及び工作物等の買い取り又は賃借契約の締結を行うよう要求した。

同年８月、訴えの提起に先立ち、大阪府は、大阪地方裁判所に対し、Ｂ氏が占有する本件各建物につき処分禁止の仮処分命令並びに本件土地及び本件各建物につき占有移転禁止の仮処分命令の申立てを行った。

同年９月、仮処分決定し、裁判所執行官による保全執行が実施された。

同年12月、大阪府は、不法占拠状態の解消等を図るため、不法占拠者であるＢ氏に対し、本件土地の建物工作物収去土地明渡請求及び使用料相当損害金の支払請求訴訟、並びにＡ氏に対し、使用料相当損害金の支払請求訴訟を提起した。


④令和５年度以前に提起され、令和６年度末においてなお係属中の事件　＜６件＞
	1
	□事　件　名　　大阪地方裁判所
　　　　　　　　令和５年（ワ）第7215号　損害賠償請求事件
　　　　　　　　R5. 7.28　提　　起（その後、関連訴訟と併合）

	
	□被　　　告　　大阪府　外２名
□事件の概要
平成30年８月７日、松原市から、富田林土木事務所に対し、立部五丁目の店舗Ａの敷地（以下「本件敷地」という。）から、府の管理する水路（以下「本件水路」という。）に人が転落し負傷した旨の情報提供があった。
令和５年６月21日、原告代理人弁護士から、本件水路の管理等に係る文書につき情報公開請求があり、府知事は、同年７月３日付けで部分公開決定を行った。
本件は、原告が、平成30年８月３日に店舗Ａを訪れた際、本件敷地における本件水路沿いの縁（以下「本件縁」という。）を歩行したところ、本件水路に転落し（以下「本件事故」という。）、第一腰椎圧迫骨折の重傷を負ったとして、府、店舗Ａを経営するＢ社及び本件敷地の所有者であるＣ社に対し、連帯して、損害賠償金36,989,205円の支払等を求め、令和５年７月28日、大阪地方裁判所に訴えを提起したものである。
※関連訴訟　大阪地方裁判所
　　　　　　令和５年（ワ）第8848号　損害賠償請求事件

	2
	□事　件　名　　大阪地方裁判所堺支部
　　　　　　　　令和５年（ワ）第854号　境界確定請求事件
　　　　　　　　R5. 8.31　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府
□事件の概要
平成29年10月22日、台風21号による豪雨災害により、府が管理する一般国道310号（以下「本件国道」という。）の河内長野市末広町所在の擁壁（以下「擁壁」という。）が崩落し、本件国道に隣接する原告Ａ社の所有地（以下「本件土地」という。）に土砂等が流入した（以下「本件災害」という。）。
平成29年10月30日、大阪府とＢ社（以下「請負業者」という。）は、本件災害に係る復旧工事（以下「本件工事」という。）の請負契約を締結した。
平成29年11月、本件工事において、請負業者は、本件国道と本件土地の間の仮道路区域線を越境して工事を実施し、本件土地内と主張するコンクリート舗装の進入路（以下「本件進入路」という。）の一部を損傷した。
令和４年２月25日、原告Ａ社が府を被告として、妨害予防請求として擁壁の後退及びＵ字溝の設置を求めるとともに、国家賠償法に基づき、工事費用1263万5654円の支払に加え、営業損害として平成29年11月３日から擁壁の後退及びＵ字溝の設置済みまで、１日あたり１万5000円の支払等を求め、大阪地方裁判所堺支部に訴えを提起し、現在も係争中である（大阪地方裁判所堺支部令和４年（ワ）第178号妨害予防等請求事件。以下「別件訴訟」という。）。
別件訴訟において、府が、公図上、本件国道と本件土地は隣接しておらず、両者の間に河内長野市が所有・管理する里道及び水路が存在する旨主張したところ、大阪地方裁判所堺支部は、原告Ａ社及び府に対して、別件訴訟の争点である原告Ａ社の所有地の範囲、位置関係は、境界確定をしなければ状況が分からないため、別件訴訟は維持しつつ、境界確定訴訟の進行を待って別件訴訟の進行を考える旨述べた。
本件は、別件訴訟における裁判所の意見を踏まえ、原告Ａ社及び原告Ｃ社（総称して以下「原告ら」という。）が、府を被告として、本件国道と本件土地を含め、原告らの所有地（総称して以下「本件対象地」という。）との境界確定を求める訴えを提起したものである。

	3
	□事　件　名　　大阪地方裁判所岸和田支部

　　　　　　　　令和５年（ワ）第733号　損害賠償請求事件
　　　　　　　　R5.12.25　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府　外１名
□事件の概要
令和元年９月10日20時22分頃、原告が運転する原動機付自転車が、府道39号線岸和田港塔原線（以下「本件道路」という。）を南東から北西方面へ進行していたところ、当時舗装工事中であった、岸和田市土生町２丁目32番３号先路上（以下「本件現場」という。）を走行中に転倒した（以下「本件事故」という。）。

令和元年９月24日、岸和田市職員から、岸和田土木事務所に対して、原告がＪＲ東岸和田駅付近で本件事故を起こし怪我した旨の連絡があり、府職員、岸和田市職員、本件道路の舗装工事を行ったＡ社（以下「相被告」という。）及び原告で本件現場立会を実施した。
本件は、原告が本件現場走行中に本件事故を起こし、外傷性くも膜下出血等の傷害を負ったことにより、右上下肢機能が全廃状態となり、身体障害者等級１級と認定されたとして、府及び相被告に対し、連帯して、損害賠償金131,639,593円等の支払を求め、大阪地方裁判所岸和田支部に訴えを提起した事案である。

	4
	□事　件　名　　大阪地方裁判所

　　　　　　　　令和６年（行ウ）第１号　原因者負担金負担命令取消請求事件
　　　　　　　　R6. 1. 5　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府
□事件の概要
平成25年６月26日、原告が河南町大字山城27番１の土地外に河川法第55条に違反して設置したサイコロブロックが、一級河川梅川に崩落し、護岸が崩壊した（以下「本件事故」という。）。
平成25年７月１日から同年８月６日にかけて、府富田林土木事務所は、河道内の支障物件（上記サイコロブロック等）の撤去や、土嚢による護岸仮復旧などの応急対策工事（以下「本件工事①」という。）を実施した。

平成26年４月30日、富田林土木事務所長（以下「所長」という。）は、原告に対し、本件工事①に要した費用2,975,000円（以下「本件費用①」という。）を原告に負担させるため、河川法第67条の規定による原因者負担金負担命令（以下「本件処分①」という。）を行った。
平成26年６月から同27年７月にかけて、府富田林土木事務所は、既設ブロック積護岸の復旧、民地法面の整形等の復旧工事（以下「本件工事②」という。）を実施した。

平成26年６月27日、原告は本件費用①全額を納付した。同日、原告は、府知事に対し、本件処分①の取消しを求め、審査請求を行ったが、府知事は、同28年３月31日付けで、これを棄却する裁決をした。

平成28年９月24日、原告は、大阪府を被告として、本件処分①は河川法第67条に該当しない行政処分で違法と主張して、本件処分①の取消し等を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起したが、令和元年９月26日、同裁判所は、府勝訴の判決（以下「原判決」という。）を言い渡した。
令和元年10月11日、原告は、原判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴を提起したが、同２年３月26日、同裁判所は、府勝訴の判決（以下「高裁判決」という。）を言い渡した。
令和２年４月10日、原告は、高裁判決を不服として、府を相手方として、最高裁判所に上告受理申立てをしたが、同年10月27日、同裁判所は、不受理決定した。
令和２年５月22日、所長は、原告に対し、本件工事②のうち、河川又は河川管理施設の機能回復に要した費用31,073,370円（以下「本件費用②」という。）を原告に負担させるため、原因者負担金負担命令（以下「本件処分②」という。）を行った。なお、現在に至るまで、原告は本件費用②を納付していない。
令和２年７月４日、原告は、府知事に対し、本件処分②の取消しを求め、審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行い、同５年２月24日、府行政不服審査会は、府知事に対し、本件審査請求を認容すべき旨、答申したが、府知事は、同年６月30日付けで、本件審査請求を棄却する裁決をした。

本件は、原告が、本件処分②は、考慮すべき事項を何ら考慮せずなされた行政処分であり、違法である旨主張して、本件処分②の取消し等を求め、大阪地方裁判所に訴訟を提起した事案である。

	5
	□事　件　名　　大阪地方裁判所堺支部　

　　　　　　　　令和４年（ハ）第178号　妨害予防等請求事件

　　　　　　　　R4. 2.25　提　　起

	
	□被　　　告　　大阪府

□事件の概要

　　平成29年10月、台風21号による豪雨災害により、大阪府が管理する一般国道310号の河内長野市末広町所在の擁壁が崩落し、本件国道に隣接する原告所有地に土砂等が流入した。

　　同月、大阪府と訴外Ａ社は、本件災害に係る復旧工事の請負契約を締結した。

　　同年11月、本件工事において、Ａ社は、本件国道と本件土地の間の仮道路区域線を越境して工事を実施し、原告所有地内のコンクリート舗装の進入路の一部を損傷した。

　　本件は、原告が大阪府を被告として、擁壁の後退及びＵ字溝の設置、並びに工事費用及び営業損害に係る賠償費用の支払を求め、大阪地方裁判所堺支部に訴えを提起したもの。

	6
	□事　件　名　　大阪地方裁判所　

　　　　　　　　令和４年（ワ）第11432号　不当利得返還請求事件

　　　　　　　　R4.12.26　提　　起

	
	□原　　　告　　大阪府

□事件の概要

　　令和２年１月、大阪府管理道路において道路照明灯が倒壊する事案が発生し、緊急点検を実施した。

　　同年３月、緊急点検結果の記録時に約26,300基ある道路照明灯台帳の情報更新を開始した。

　　同年10月、大阪府管理道路内において、現地に存在しない道路照明灯の契約が残っていることが判明した。全ての道路照明灯の契約内容を確認するため、電力契約情報の整理及び現地調査を開始した。併せて、電力会社へ調査協力の依頼を行い、電気料金の返還について協議を開始した。

　　調査の結果、存在しない道路照明灯について、電気料金を支払っていることが判明した。

　　令和４年12月、大阪府は、存在しない道路照明灯に係る支払い済みの電気料金の返還を求め、大阪地方裁判所に訴えを提起した。


エ．令和６年度　条例、規則等の制定及び改廃
①　条例の制定及び改廃

○　大阪府建築基準法施行条例及び大阪府建築都市行政事務手数料条例の一部を改正する条例
	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R6.11.13
	大阪府条例第71号
	建築基準法の改正により、規程の整備を行うための所要の改正


○　大阪府都市計画法施行条例の一部を改正する条例
	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R6.11.13
	大阪府条例第72号
	地方自治法第252条の17の２の条例による事務処理の特例制度に基づき、都市計画法等に基づく事務の一部を貝塚市が処理することに伴う所要の改正


○　大阪府都市公園条例の一部を改正する条例
	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R7.3.27
	大阪府条例第24号
	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正により、規定の整備を行うための所要の改正


○　大阪府福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例
	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R7.3.27
	大阪府条例第25号
	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の改正による車椅子使用者用便房の設置数等に係る基準の見直しに伴い、条例で対象範囲を拡充している小規模建築物に適用する基準について、従来通りの基準を維持する等による所要の改正


○　大阪府建築都市行政事務手数料条例の一部を改正する条例

	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R7.3.27
	大阪府条例第26号
	地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、宅地建物取引業免許の電子情報処理組織を使用した申請に関する手数料の額を定める等の所要の改正


○　大阪府気候変動対策の推進に関する条例の一部を改正する条例

	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R7.3.27
	大阪府条例第27号
	建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正により、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物が 住宅等に拡大されたことに伴い、住宅について建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないとしている規定を削除する等による所要の改正


○　大阪府建築基準法施行条例の一部を改正する条例
	公布年月日
	条　例　番　号
	改正内容

	R7.3.27
	大阪府条例第28号
	建築基準法の改正により、木造建築物の構造計算が必要となる規模が改められたこと等に伴い、建築物の確認申請等に係る手数料の額を改正する等による所要の改正


②　規則の制定及び改廃
　○　大阪府宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.9.20
	大阪府規則第87号
	宅地建物取引業の免許申請書に添付等をする書類から、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付することができない理由を記載した書面等を削除する等による所要の改正


　　　○　大阪府建築基準法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.9.30
	大阪府規則第91号
	建築基準法施行規則の略称を「規則」から「省令」に改める等による所要の改正


○　大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.10.31
	大阪府規則第95号
	建築基準法の改正により、規定の整備を行うための所要の改正


○　大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.10.31
	大阪府規則第96号
	建築基準法の改正により、規定の整備を行うための所要の改正


○　大阪府建築基準法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.10.31
	大阪府規則第97号
	建築基準法の改正により、規定の整備を行うための
所要の改正


○　大阪府建築基準法施行条例及び大阪府建築都市行政事務手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.11.13
	大阪府規則第100号
	建築基準法の一部改正の施行期日が定められたことに伴い、大阪府建築基準法施行条及び大阪府建築都市行政事務手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定めるための所要の改正


○　大阪府建設業法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R6.12.13
	大阪府規則第108号
	建設業法の改正により、営業所ごとに置く専任の者として営業所技術者及び特定営業所技術者の名称が規定されたことに伴い、「営業所に置 く専任の者」を「営業所技術者」又は「特定営業所技術者」に改める等による所要の改正


○　大阪府建設業法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.24
	大阪府規則第14号
	行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の改正により、規定の整備を行う
ことによる所要の改正


○　大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.26
	大阪府規則第16号
	建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築行為 が「特定建築行為」から「要確認特定建築行為」又は「要通知特定建築行為」に改正されたことに伴い、「特定建築行為」を「要確認特定建築 行為」又は「要通知特定建築行為」と改める等による所要の改正


○　大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.26
	大阪府規則第17号
	建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定についての規定が削除されることに伴い、当該認定の申請に係る添付書類等を定めている規定を削除する等による所要の改正


○　大阪府建築士法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.26
	大阪府規則第18号
	建築士法施行規則の改正により、一級建築士名簿の登録事項に係る規定が改められたことに伴い、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項についても同趣旨の改正を行うことに伴う所要の改正


○　大阪府宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.26
	大阪府規則第19号
	すべての宅地建物取引業者の免許申請書について、事務所として使用する建物等の間取図又は平面図を添付しなければならないこととする所要の改正


○　大阪府福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.28
	大阪府規則第38号
	押印義務見直し指針に基づき、大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請書等において押印を要しないこととする等の所要の改正


○　大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.28
	大阪府規則第39号
	建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正により、規定の整備を行うこと等による所要の改正


○　大阪府建築基準法施行細則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.28
	大阪府規則第40号
	建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正により、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の範 囲が改められたことに伴い、完了検査申請書に添付する書類に、完了検査に係る建築物が住宅部分を有する場合には外壁、窓等の構造、位置 及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書等を追加する等の所要の改正


○　大阪府建設工事紛争審査会規則の一部を改正する規則

	公布年月日
	規　則　番　号
	改正内容

	R7.3.28
	大阪府規則第41号
	証人等の実費弁償に関する条例の改正により、証人等に対する日当の規定が削除されることに伴い、証人及び鑑定人については、知事が別 に定める額により、引き続き日当を支給できることとする所要の改正


(2)　人事グループ

部の人事については、職員の異動、昇任昇格者調整、職員の退職事務、部内職員研修、部内職員表彰及び部の行政運営の管理に関する事務を行った。

このほか、組合交渉、職免、公務災害等人事に関する業務を処理した。

ア．昇任昇格一覧表（所属別、職階別）令和６年度

・令和６年度初及び年度途中に昇任発令のあった者の数を示す。
なお、所属は昇任前の所属を、職階は昇任後の職階を示してある。

	職種・職階

所　　　属
	事　　　務
	技　　　術
	技能労務
	合

　　　　　　計

	
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	計
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	計
	総括指導技手
	指導技手
	計
	

	都市整備総務課
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	0
	7

	事業調整室
	
	
	
	
	
	0
	
	
	1
	3
	3
	7
	
	
	0
	7

	道路室
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	7
	
	
	0
	8

	交通戦略室
	
	
	
	
	
	0
	
	
	1
	1
	
	2
	
	
	0
	2

	河川室
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	2
	1
	4
	
	
	0
	5

	下水道室
	
	
	
	
	
	0
	
	
	1
	2
	1
	4
	
	
	0
	4

	公園課
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	0
	1

	用地課
	
	
	1
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0
	2

	収用委員会事務局
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0
	1

	居住企画課
	
	
	
	
	
	0
	
	
	2
	2
	1
	5
	
	
	0
	5

	建築環境課
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0
	0

	建築指導室
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	2
	4
	
	
	0
	5

	住宅経営室
	
	
	
	
	
	0
	
	
	1
	2
	3
	6
	
	
	0
	6

	公共建築室
	
	
	
	
	
	0
	
	
	3
	4
	4
	11
	
	
	0
	11

	計
	1
	1
	3
	3
	3
	11
	1
	3
	10
	22
	17
	53
	0
	0
	0
	64


	職種・職階
所　　　属
	事　　　務
	技　　　術
	技能労務
	合
　　　　　計

	
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	計
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	計
	総括指導技手
	指導技手
	計
	

	池田土木事務所
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2
	2
	
	4
	
	
	0
	5

	茨木土木事務所
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	1
	3
	
	
	0
	4

	枚方土木事務所
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	2
	3
	
	1
	1
	5

	八尾土木事務所
	
	
	1
	2
	1
	4
	
	
	1
	1
	1
	3
	
	
	0
	7

	富田林土木事務所
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1
	1
	4
	
	1
	1
	6

	鳳 土 木 事 務 所
	
	
	
	
	
	0
	
	1
	1
	
	2
	4
	
	
	0
	4

	岸和田土木事務所
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	0
	3

	西大阪治水事務所
	
	
	
	
	
	0
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	0
	1

	寝屋川水系改修工営所
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	
	
	0
	3

	北部流域下水道事務所
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	0
	2

	東部流域下水道事務所
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	0
	2

	南部流域下水道事務所
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	0
	3

	安威川ダム建設事務所
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	0
	1

	モノレール建設事務所
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	
	
	0
	3

	計
	0
	0
	2
	4
	4
	10
	0
	1
	10
	10
	16
	37
	0
	2
	2
	49

	合　　計
	1
	1
	5
	7
	7
	21
	1
	4
	20
	32
	33
	90
	0
	2
	2
	113


1． 退職者一覧表　（令和６年度）
・令和６年度中に退職した者の数を示す。　
	職種・職階
所　　　属
	事　　　務
	技　　　術
	技 能 労 務
	合
計

	
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	Ｒ
	計
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	Ｒ
	計
	総括指導技手
	指導技手
	指導技手補
	技師・専門員
	電話交換手
	計
	

	都市整備総務課
	
	
	
	
	
	
	0
	2
	
	
	2
	
	
	4
	
	
	
	
	
	0
	4

	事業調整室
	
	1
	
	1
	
	
	2
	1
	2
	1
	
	2

(1)
	1
(1)
	7

(2)
	
	
	
	
	
	0
	9

(2)

	道路室
	
	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	
	
	
	0
	5

	交通戦略室
	
	
	
	
	
	
	0
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	0
	2

	河川室
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	0

	下水道室
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	0
	2

	公園課
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	2
	
	
	
	
	
	0
	3

	用地課
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	1

	収用委員会事務局
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	0

	居住企画課
	
	
	
	
	1
(1)
	2
(1)
	3
(2)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	0
	3
(2)

	建築環境課
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	0
	1

	建築指導室
	
	
	1
	
	1
(1)
	1
	3
(1)
	
	1
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	0
	5

(1)

	住宅経営室
	
	
	1
	
	1
	1
	3
	
	
	1
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	0
	5

	公共建築室
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	1
	1
	4
(1)
	6

(1)
	
	
	
	
	
	0
	6

(1)

	計
	0
	1
	2
	1
	5

(2)
	8

(1)
	17

(3)
	3
	5
	3
	4
	7

(1)
	7
(2)
	29

(3)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46

(6)


	職種・職階
所　　　属
	事　　　務
	技　　　術
	技 能 労 務
	合
計

	
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	Ｒ
	計
	Ｍ
	Ｎ
	Ｏ
	Ｐ
	Ｑ
	Ｒ
	計
	総括指導技手
	指導技手
	指導技手補
	技師・専門員
	電話交換手
	計
	

	池田土木事務所
	
	
	
	
	
	2

(1)
	2
(1)
	
	
	2
	1
	2

(1)
	1
	6

(1)
	
	
	1
	1
(1)
	
	2

(1)
	10

(3)

	茨木土木事務所
	
	
	
	1
	2
	2
	5
	
	
	1
	2
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	8

	枚方土木事務所
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2

(1)
	3
	7

(1)
	
	
	3
(1)
	
	
	3
(1)
	10

(2)

	八尾土木事務所
	
	
	
	2
	1
	1
	4
	
	
	1
	2
	2

(1)
	2
	7

(1)
	
	
	1
(1)
	
	
	1
(1)
	12

(2)

	富田林土木事務所
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	1
	1
	3
	2
	7
	
	1
	1
	2
(2)
	
	4
(2)
	13

(2)

	鳳土木事務所
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	2
	4

(2)
	9

(2)
	
	
	1
(1)
	
	
	1
(1)
	11

(3)

	岸和田土木事務所
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	3

(2)
	1
	6

(2)
	
	
	1
(1)
	
	
	1
(1)
	8
(3)

	西大阪治水事務所
	
	
	
	
	2
(2)
	
	2
(2)
	
	
	1
	
	1
	
	2
	
	
	1
(1)
	1
(1)
	
	2
(2)
	6

(4)

	寝屋川水系改修工営所
	
	
	
	1
	
	3
	4
	
	
	1
	
	1
	1
	3
	
	1
	
	
	
	1
	8

	北部流域下水道事務所
	
	
	
	
	1
(1)
	1
	2

(1)
	
	
	1
	1
	4
	1
(1)
	7

(1)
	
	
	1
(1)
	
	
	1
(1)
	10

(3)

	東部流域下水道事務所
	
	
	
	1
	1
	
	2
	
	
	
	1
	3

(1)
	3
(2)
	7

(3)
	
	
	
	
	
	0
	9

(3)

	南部流域下水道事務所
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	2
	4
	
	
	
	
	
	0
	5

	モノレール建設事務所
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	0
	1

	計
	0
	0
	0
	8
	9
(3)
	9
(1)
	26

(4)
	0
	0
	10
	13
	25

(6)
	21

(5)
	69

(11)
	0
	2
	10

(6)
	4
(4)
	0
	16

(10)
	111

(25)

	合計
	0
	1
	2
	9
	14

(5)
	17

(2)
	43

(7)
	3
	5
	13
	17
	32

(7)
	28

(7)
	98

(14)
	0
	2
	10

(6)
	4
(4)
	0
	16

(10)
	157

(31)


＊（　）は再任用で内数
	Ｍ
	部長級
	Ｐ
	課　長　補　佐　級

	Ｎ
	次長級
	Ｑ
	主　　　査　　　級

	Ｏ
	課　　　長　　　級
	Ｒ
	主事･技師級


(3)　予算グループ　
都市整備部全体の予算編成並びに決算に関する事務を主な事務内容とし、本庁並びに各予算執行機関への歳出予算の配当、国庫支出金の受入及びその他調整事務を処理した。

また、会計検査院の受検対応、監査及び新公会計制度にかかる部内調整事務を処理した。

　ア．歳　　　入

　　　当該年度の歳入額は、一般会計451億69万2,267円、特別会計768億9,923万1,248円、企業会計1,123億1,170万5,756円、合計2,343億1,162万9,271円であり、 その内容は次のとおりである。

一般会計

	項　　　目
	調　定　額
	収　入　済　額
	比　率
	摘　要

	負担金
	円
2,410,032,662
	円
2,403,517,402
	%
5.3 
	

	使用料
	4,180,544,699
	4,166,843,999
	9.2
	

	手数料
	1,014,357,190
	1,014,357,190
	2.2
	

	国庫補助
	33,430,418,389
	33,430,418,389
	74.1
	

	国庫委託
	12,147,087
	12,147,087
	0.1
	

	財産運用
	54,765,554
	54,765,554
	0.1
	

	財産売払
	78,418,580
	78,418,580
	0.2
	

	寄付
	12,235,579
	12,235,579
	0.1
	

	特会繰入
	1,094,801,000
	1,094,801,000
	2.4
	

	基金繰入
	357,077,317
	357,077,317
	0.8
	

	延滞等
	481,610
	159,610
	0.1
	

	貸付元利収入
	870,794,814
	870,794,814
	1.9
	

	受託
	1,196,265,355
	1,196,265,355
	2.6
	

	雑入
	1,864,398,245
	408,890,298
	0.9
	

	預金利子
	93
	93
	0.0
	

	計
	　　46,576,738,174
	45,100,692,267
	100.0
	


不動産調達特別会計

	項　　　目
	調　定　額
	収　入　済　額
	比　率
	摘　要

	繰越金
	円
77,687,388
	円
77,687,388
	％
6.6 
	

	雑入
	4,153
	4,153
	0.0
	

	財産売払収入
	1,094,801,000
	1,094,801,000
	93.4
	

	計
	1,172,492,541
	1,172,492,541
	100.0
	


	府営住宅事業特別会計
	
	
	

	科目
	調定額
	収入済額
	比率
	摘要

	負担金
	円
15,170,846
	円
15,170,846
	%
0.1
	

	使用料
	32,646,867,530
	30,795,371,961
	40.7
	

	国庫補助金
	9,763,243,000
	9,763,243,000
	12.9
	

	財産運用収入
	158,289,660
	158,289,660
	0.2
	

	財産売払収入
	3,381,499,983
	3,381,499,983
	4.4
	

	他会計繰入金
	6,470,791,000
	6,470,791,000
	8.5
	

	基金繰越金
	4,346,651,935
	4,346,651,935
	4.9
	

	繰越金
	3,731,530,096
	3,731,530,096
	5.1
	

	雑入
	5,665,492,442
	3,312,190,226
	4.4
	

	府債
	13,752,000,000
	13,752,000,000
	18.2
	

	計
	79,931,536,492
	75,726,738,707
	100.0
	


流域下水道事業会計
流域下水道事業収益

	項　　　目
	調　定　額
	収　入　済　額
	比　率
	摘　要

	営業収益
	負担金
	円
24,334,063,351
	円
24,334,063,351
	％
 36.1
	

	
	受託事業収益
	1,611,662,107
	1,611,662,107
	2.4
	

	営　　業　　外　　収　　益
	受取利息及び
配当金
	42,653,582
	42,653,582
	0.1
	

	
	国庫補助金
	9,334,000
	9,334,000
	0.0
	

	
	他会計補助金
	9,631,410,000
	9,631,410,000
	14.3
	

	
	長期前受
金戻入
	30,081,926,666
	30,081,926,666
	 44.7
	

	
	雑収益
	43,659,882
	43,659,882
	0.1
	

	
	売電事業収入
	578,428,985
	578,428,985
	  0.8
	

	
	施設使用
料収益
	346,750,769
	346,750,769
	0.5
	

	
	消費税及び地方消費税
還付金
	649,003,418
	649,003,418
	1.0
	

	計
	67,328,892,760
	67,328,892,760
	100.0
	


流域下水道事業資本的収入

	項　　　目
	調　定　額
	収　入　済　額
	比　率
	備　考

	企業債
	円

15,122,000,000
	円

15,122,000,000
	％
33.6
	

	国庫補助金
	14,171,412,000
	14,171,412,000
	31.5
	

	負担金
	5,661,019,015
	5,661,019,015
	12.6
	

	出資金
	2,402,473,000
	2,402,473,000
	5.4
	

	受託金
	772,268,148
	772,268,148
	1.7
	

	基金繰入金
	6,853,640,833
	6,853,640,833
	15.2
	

	合　　計
	44,982,812,996
	44,982,812,996
	100.0
	


イ．歳　　　出

当該年度の歳出額は、一般会計1,397億5,561万7,134円、特別会計605億6,105万9,980円、企業会計1,226億3,683万439円、合計3,332億8,823万7,511円であり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	項　　目
	予　算　額
	予算配当受額
	支　出　済　額
	比率
	摘　要

	都市整備
管理費
	円
15,715,259,104
	円
15,715,259,104
	円
14,071,060,791

	％
10.0
	繰越  　1,791,092,048円
他部局配当　　2,486,373,896円

	道路
橋りょう費
	73,140,118,463
	73,140,118,463
	57,225,675,171
	40.9
	繰越  　30,949,679,090円
他部局配当　238,651,537円

	河川費
	52,366,329,304
	52,366,329,304
	37,733,417,990
	27.0
	繰越　　28,807,309,515円
他部局配当　　1,160,908,696円

	交通対策費
	11,162,086,846
	11,162,086,846
	7,494,383,260
	5.4
	繰越　　6,868,520,742円
他部局配当　　18,931,154円

	公園費
	6,549,899,575
	6,549,899,575
	5,302,958,261
	3.8
	繰越　　2,073,846,700円
他部局配当　　13,672,425円

	下水道費
	12,033,883,000
	12,033,883,000
	12,033,883,000
	8.6
	　

	住宅建築費
	1,534,545,315
	1,534,545,315
	1,336,168,042
	1.1
	繰越　　　18,964,000円
他部局配当　　299,128,685円

	災害復旧費
	540,673,000
	540,673,000
	450,671,800
	0.3
	繰越　　　172,957,200円

	防災費
	19,781,000
	19,781,000
	4,234,812
	0.1
	

	小　計
	173,062,575,607
	173,095,575,607
	135,652,453,127
	97.1
	繰越
70,682,369,295円
他部局配当　4,217,666,393円

	他部局
配当分
	4,217,666,393
	4,217,666,393
	4,103,164,007
	2.9
	

	計
	177,280,242,000
	177,280,242,000
	139,755,617,134
	100.0
	


不動産調達特別会計

	項　　目
	予　算　額
	予算配当受額
	支　出　済　額
	比率
	摘　要

	不動産調達特別会計
	1,094,801,000
	1,094,801,000
	1,094,801,000
	100.0
	

	計
	1,094,801,000
	1,094,801,000
	1,094,801,000
	100.0
	


府営住宅事業特別会計
	項　　目
	予　算　額
	予算配当受額
	支　出　済　額
	比率
	摘　要

	府営住宅事業特別会計
	71,163,040,362
	71,163,040,362
	59,466,028,691
	85.2
	繰越
8,881,880,400円
他部局配当　10,335,045,138円

	小　計
	71,163,040,362
	71,163,040,362
	59,466,028,691
	85.2
	

	他部局
配当分
	10,335,045,138
	10,335,045,138
	10,334,729,958
	14.8
	

	計
	81,498,085,500
	81,498,085,500
	69,800,758,649
	100.0
	


流域下水道事業会計

	項　　目
	予　算　額
	予算配当受額
	支　出　済　額
	比率
	摘　要

	流域下水道事業　費用
	73,237,521,000
	73,237,521,000
	69,305,706,116
	57.0
	

	流域下水道事業資本的支出
	62,429,761,000
	62,429,761,000
	52,711,319,680
	43.0
	繰越額
9,543,343,500

	計
	135,667,282,000
	135,667,282,000
	122,017,025,796
	100.0
	


ウ．国費関係事務

国庫補助金に関する支出負担行為担当官として事務を処理した。

	所 管 及 び 会 計 区 分
	金　　額
	

	
	
	左 の う ち 大 阪 府 分

	国土交通省所管分
	円
219,054,707,412　
	円
78,598,224,565　

	
	一般会計
	219,054,707,412　
	78,598,224,565　

	
	東日本大震災復興特別会計
	0　
	0　


(4)　都市整備部指定出資法人管理事項

　ア．指定出資法人の名称

　　　　大阪モノレール株式会社
　　　　大阪府道路公社

　　　　大阪府土地開発公社

　　　　公益財団法人　大阪府都市整備推進センター

　　　　大阪外環状鉄道株式会社
　　　　大阪府住宅供給公社

　　　

　イ．指定出資法人の管理について

　　　指定出資法人の管理については、平成18年10月1日に施行された「大阪府の出資法人等への関与を定める条例」に基づき管理を行っている。
令和６年度は、令和５年度分の経営評価に対し審査を行い、また、団体の事業計画書、予算書、業務報告書、決算関係書類等について指導を行うとともに、協議関係書類の合議を受けるなど団体の適正な管理に努めている。
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